
　　　　　　　　　　平成３０年８月１６日
　　　　    　　　　総務部人事課
            　　　　0742-34-4821（ダイヤルイン）

　　　　　　  　　職　員　の　懲　戒　処　分　に　つ　い　て

　　このことについて、下記のとおり処分の発令をした。

記

（１）

所属・補職 年齢 処分年月日 処分内容 処分理由 適用法令

収集課
非常勤嘱託職員

３３ Ｈ３０.８.１３ 免職 平成３０年７月２１日、覚せい剤
を所持していたとして現行犯逮捕
され、その後、同年８月１日付で
覚せい剤取締法違反により起訴さ
れたため

地方公務員法
第２９条第１項
第１号及び第３号

（２）

所属・補職 年齢 処分年月日 処分内容 処分理由 適用法令

国保年金課主任
事務職員

５１ Ｈ３０.８.１６ 戒告 平成３０年１月２２日、昼食をと
るため、休憩時間中に自身の自動
車を運転していたところ、通行人
と口論となり、車外に出て当該通
行人を後方から羽交い絞めにして
路上に転倒させるという傷害事件
を起こしたため
なお、当該通行人から診断書が提
出されたことで傷害事件として事
件送致されたが、平成３０年３月
２８日付で不起訴（起訴猶予）が
決定したもの

地方公務員法
第２９条第１項
第１号及び第３号

（３）

所属・補職 年齢 処分年月日 処分内容 処分理由 適用法令

収集課主任
技能職員

５２ Ｈ３０.８.１６ 戒告 平成３０年２月２日、飲食店で飲
酒後、帰宅するためにタクシーを
利用し降車する際、タクシー運転
手の額を手で小突くという傷害事
件を起こしたため
その後、示談が成立し、平成３０
年５月３１日付で不起訴（起訴猶
予）が決定したもの

地方公務員法
第２９条第１項
第１号及び第３号

報　　道　　資　　料


